
 
 

 

要配慮者利用施設に係る避難確保計画作成の解説【洪水編】（案） 
※医療機関等の避難確保計画には、別途検討事項・記載事項があります。 

本資料は、以下の資料を基に作成しています。詳細については、以下の資料を確認してください。 

・ 要配慮者利用施設（医療施設等を除く）に係る避難確保計画作成の手引き（洪水・内水・高潮編） 平成 29年 6月 国土交通省水管理・国土保全局 河川環境課水防企画室 

・ 要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き別冊（作成支援編・様式編） 

・ 水害・土砂災害に係る要配慮者利用施設における避難計画点検マニュアル 平成 29年 6月 厚生労働省・国土交通省 

・ 避難勧告等に関するガイドライン①（避難行動・情報伝達編）平成 29 年 1月 内閣府（防災担当） 

 

避難確保計画は、以下の構成で作成します。 

・ 防災体制、情報の収集・伝達 

・ 避難誘導 

・ 施設整備 

・ 教育・訓練 

・ 自衛水防組織 

 

本資料は、以下の構成となっています。 

 

1. ○○○○○  ・・・・タイトル 

2. ○○○○○  ・・・・タイトル 

【○○○○】・・・・用語の説明 

≪記載例・事例≫・・・避難確保計画を作成するための記載例や事例 

≪○○手順≫・・・避難確保計画を作成するための手順 

≪留意事項≫・・・避難確保計画を作成する上で留意する事項 

≪確認事項≫・・・避難確保計画を作成する上で確認が必要な事項 

Check1□： 

不明な点は、下記まで連絡をお願いいたします。 

国土交通省北陸地方整備局信濃川河川事務所 調査課 

〒940-0098 長岡市信濃１丁目５番３０号 電話 0258-32-3243  FAX0258-34-9044 

 

平成 30 年 10 月 

国土交通省 信濃川河川事務所  

「要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き別冊（作成支援編・様式編）」の項目を表記しています。 
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 要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き別冊 

（作成支援編・様式編） 
補足説明・信濃川関連の情報入手 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 水防法 

水害に関する避難確保計画は、水防法施行規則第16条により以下の事項を記載する必要があります。 

(ア)要配慮者利用施設における洪水時等の防災体制に関する事項 

(イ)要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の避難の誘導に関する事項 

(ウ)要配慮者利用施設における洪水時等の避難の確保を図るための施設の整備に関する事項 

(エ)要配慮者利用施設における洪水時等を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項 

(オ)自衛水防組織を置く場合にあっては、当該自衛水防組織の業務に関する次に掲げる事項 

(1)水防管理者その他関係者との連絡調整、利用者が避難する際の誘導その他の水災の被害の軽減のために必要な業務として自衛水

防組織が行う業務に係る活動要領に関すること 

(2)自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関すること 

(3)その他自衛水防組織の業務に関し必要な事項 

(カ)前各号に掲げるもののほか、要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する

事項 

2. 土砂災害防止法 

土砂災害に関する避難確保計画は、土砂災害防止法施行規則第5条の2により以下の事項を記載する必要があります。 

(ア)要配慮者利用施設における急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における防災体制に関する事項 

(イ)急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における要配慮者利用施設を利用している者の避難の誘導に関する事項 

(ウ)要配慮者利用施設における急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における避難の確保を図るための施設の整備に関する事

項 

(エ)要配慮者利用施設における急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項 

(オ)前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における要配慮者利用施設を利用している者の円滑か

つ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難確保計画に記載する必要がある事項は、以下のとおりです。 
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 要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き別冊 

（作成支援編・様式編） 
補足説明・信濃川関連の情報入手 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 計画の構成 

避難確保計画は、水害発生の恐れがある時点（例えば、洪水注意報発令時）から出水時、出水後に洪水注意報解除時までが対象であり、

対象施設を利用する高齢者や障がい者、乳幼児、従業員の安全な避難の確保、資産の浸水被害の軽減を図るために、下記の記載例を参考に、

必要事項を追加し、作成します。 

なお、避難確保計画は、「作成支援編」を見ながら「様式」を作成してください。また、避難確保計画が出来たら、記載内容に従い「避難

訓練」等を実施し、継続的に改善してください。 

≪記載例≫ 

1.計画の目的          5.避難誘導 

2.計画の適用範囲         (1)避難場所 

3.防災体制            (2)避難経路 

4.情報収集及び伝達        (3)避難誘導方法 

(1)情報収集          6.避難の確保を図るための施設の整備 

(2)情報伝達          7.防災教育と訓練の実施 

8.自衛水防組織の業務に関する事項 

 

≪留意事項≫ 

留意点 1：水防法は、平成 27 年 5 月に一部改正され、洪水に係る浸水想定区域の前提を想定し得る最大規模の降雨に拡充するととも

に、新たに想定し得る最大規模の内水・高潮に係る浸水想定区域制度が設けられました。また、平成 29年 6月の改正によ

り、それまで努力義務としていた避難確保計画の作成や訓練の実施が義務づけられています。 

留意点 2：すでに洪水に対する避難確保を作成している施設についても、新たに内水・高潮に係る浸水想定区域が指定され、市町村の

地域防災計画に位置付けられた場合は、洪水に加え、内水・高潮それぞれに対応した避難確保計画を作成しなければなり

ません。 

留意点 3：要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るために『土砂災害防止法』が平成 29年 6月 19 日に改正されました。改正後の土

砂災害防止法では、土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、避難確保計画の作成及び避難訓

練の実施を義務付け、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図ることとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

要配慮者利用施設に係る避難確保計画は、作成が義務づけられています。 
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 要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き別冊 

（作成支援編・様式編） 
補足説明・信濃川関連の情報入手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 計画の目的 

要配慮者は、一般の住民より避難に多くの時間を要し、いったん浸水が発生した場合、深刻な被害が発生するおそれがあります。要配慮

者の確実な避難の確保を図るため、平成 29 年 6 月の水防法改正では、市町村地域防災計画に位置づけられた要配慮者利用施設（主として高

齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する施設）の所有者又は管理者に対して、洪水時の円滑かつ迅速な避難

の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画の作成、訓練の実施が義務づけられました。 
≪記載例≫ 

この計画は、水防法第 15 条の３第１項に基づくものであり、「○○○○（施設名）」の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の

確保を図ることを目的とする。 

 

2. 計画の報告 

水防法第15条の３第2項において「要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画を作成し、又は自衛水防組織を置いたときは、遅滞なく、

当該計画又は当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に報告しなければならない。」とされていますので、

市町村長に報告する必要があります。 

≪記載例≫ 

計画を作成及び必要に応じて見直し・修正をしたときは、水防法第１５条の３第２項に基づき、遅滞なく、当該計画を市町村長

へ報告する。 

 
3. 計画の適用範囲 

施設の利用者や従業員等を把握し、施設の規模や利用者数等に応じた計画を作成する必要があります。また、利用者数が曜日や時間帯に

よって変動する場合には、留意が必要です。また、従業員数が少なくなる夜間や休日の対応についても検討しておく必要があります。 
≪記載例≫ 

この計画は、「○○○○（施設名）」に勤務又は利用する全ての者に適用するものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 計画の目的 
この計画は、水防法第１５条の３第１項に基づくものであり、本施設の利用者の

洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図ることを目的とする。 

２ 計画の報告 
計画を作成及び必要に応じて見直し・修正をしたときは、水防法第１５条の３第

２項に基づき、遅滞なく、当該計画を市町村長へ報告する。 

３ 計画の適用範囲 
この計画は、本施設に勤務又は利用する全ての者に適用するものとする。 

 

 【施設の状況】 

 

人     数 

昼間・夜間 休日 

利用者 施設職員 利用者 施設職員 

昼間 昼間 

休日 休日  名  名 

夜間 夜間  名  名 

 名  名 

 

様式１ 

『様式１』を作成します。 



4 
 

 要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き別冊 

（作成支援編・様式編） 
補足説明・信濃川関連の情報入手 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 洪水ハザードマップ及びその他のハザードマップの作成状況は、下表のとおりです。 

洪水ハザードマップは、各市町のホームページに掲載されているほか、国土交通省ホームページのハザードマップポータルサイトにも掲

載されています。また市町村によっては、洪水だけでなく、土砂災害や内水等のハザードマップも作成していますので、それらを入手し、

管理する施設が災害に対してどの程度の被害を受ける可能性があるかを把握してください。 

［平成 29年 11 月時点］ 

市町名 
ハザードマップの種類 

洪水  ※（   ）に記載の河川名は、対象河川を示している 土砂災害 内水 その他 

新潟市 

あり（信濃川、栗ノ木川、小阿賀野川、能代川、通船川、新栗ノ木川、東大通川、

早出川、五社川、鷲ノ木大通川、西大通川、大河津分水路、中ノ口川、新川、大

通川、広通川、西山川、大通川放水路、西川、矢川） ※１ 

あり あり 

・津波 

・道路冠水

想定箇所 

・ため池 

三条市 あり（信濃川、五十嵐川、刈谷田川） ※１ あり なし なし 

燕市 あり（信濃川・大河津分水路・大通川） ※１ あり なし なし 

弥彦村 あり（大河津分水路、矢川） ※２ あり なし なし 

長岡市 
あり（信濃川・道満川・菖蒲川・黒川・小木城川・刈谷田川・猿橋川・太田川・

稲葉川・渋海川・栖吉川・柿川・浄土川・須川・焼田川・島崎川・郷本川） ※１ 
あり なし 津波 

見附市 あり（信濃川、刈谷田川、猿橋川） あり なし なし 

小千谷市 あり（信濃川・茶郷川・湯殿川・表沢川・茶郷川上流部・須川・焼田川） ※２ あり なし なし 

十日町市 あり（信濃川） ※１ なし なし なし 

津南町 あり（信濃川） ※１ あり なし なし 

魚沼市 あり（魚野川・破間川・羽根川・佐梨川） ※１ あり なし 雪崩 

南魚沼市 あり（魚野川・三国川・水無川） ※１ あり なし なし 

湯沢町 なし あり なし なし 

≪表中補足説明≫ 

(1)本表は、市町村役場のホームページより確認を行った結果です。 

(2)洪水ハザードマップの浸水想定区域にあっては、２種類の条件で作成されています。 

※１：計画規模の洪水に係る浸水想定区域 

※２：想定し得る最大規模の洪水に係る浸水想定区域 

※1の場合は、信濃川河川事務所ホームページから「想定し得る最大規模の洪水に係る浸水想定区域」を入手してください。 

「信濃川河川事務所ホームページ」http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/bousai/hanran/index.html 

(3)土砂災害、内水ハザードマップを作成していない場合であっても、洪水ハザードマップ等に表記されている場合があります。 

(4)道路冠水想定箇所は、新潟県土木部道路管理課が作成しています。該当する地域振興局のホームページをご確認ください。 

① 洪水ハザードマップを入手してください。 

http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/bousai/hanran/index.html
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 要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き別冊 

（作成支援編・様式編） 
補足説明・信濃川関連の情報入手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「新潟県内の道路冠水想定箇所」http://www.pref.niigata.lg.jp/dourokanri/1245787289226.html 

 

2. 【洪水ハザードマップ】 

国土交通省または都道府県から提供された洪水浸水想定区域及び想

定される水深を表示した図面(洪水浸水想定区域図)に洪水予報等の伝

達方法、避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るた

めの必要な事項などを記載したものです。 

 

 

3. 【土砂災害ハザードマップ】 

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域並びにこれらの区域に

おける土砂災害の発生原因となる自然現象の種類（急傾斜地の崩壊、

土石流、地滑り）を表示した図面に、土砂災害に関する情報の伝達方

法、急傾斜地の崩壊等のおそれがある場合の避難地に関する事項、そ

の他警戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を記

載したものです。 

 

4. 【内水ハザードマップ】 

下水道の雨水排水能力を上回る降雨が生じた際に、下水道その他の

排水施設の能力不足や河川の水位上昇に伴い当該雨水を排水できない

場合に、浸水の発生が想定される区域や実際に浸水が発生した区域の

浸水に関する情報、避難場所、洪水予報・避難情報の伝達方法等の避

難に関する情報を記載したものです。 

 

5. 【津波ハザードマップ】 

津波による被害が想定される区域とその程度を地図に示し、必要に

応じて避難場所・避難経路等の防災関連情報を記載したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

洪水ハザードマップ 
（事例：小千谷市） 

土砂災害ハザードマップ 

（事例：小千谷市） 

内水ハザードマップ 

（事例：新潟市） 

津波ハザードマップ 

（事例：新潟市） 

http://www.pref.niigata.lg.jp/dourokanri/1245787289226.html
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 要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き別冊 

（作成支援編・様式編） 
補足説明・信濃川関連の情報入手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 【浸水深】 

河川が氾濫等をした場合の水深で、施設が建っている地盤から施設が浸かる高さのことです。 

2. 浸水深は、以下の手順で確認してください。 

≪浸水深確認手順≫ 

＜手順１＞ 入手した洪水ハザードマップの地図上に施設の位置に印を付けます。 

＜手順２＞ 浸水深の凡例を確認し、施設周辺の浸水深を確認します。 

＜手順３＞ 施設周辺に浸水深の境目がある場合は、浸水リスクに対して安全側となる深い方の数値を採用します。 

＜手順４＞ 浸水深から施設がどこまで浸水するかを確認します。 

 

 

1. 避難先を設定 

平成25年の災害対策基本法改正以前における避難行動は、小中学校の体育館や公民館といった公的な施設への避難が一般的でした。災

害対策基本法改正以後、避難勧告等の対象とする避難行動については、命を守るためにとる、全ての行動を避難行動としています。居住

者・施設管理者等は、ハザードマップ等を基に、避難勧告等が発令された時の避難行動をあらかじめ考えておく必要があります。なお、

近隣の安全な場所へと立退き避難する場合には、それらの安全性を各災害のハザードマップ等であらかじめ確認しておくとともに、その

場所までの移動時間を考慮して自ら避難行動開始のタイミングを考えておく必要があります。 

≪留意事項≫ 

留意点 1：避難場所については、原則として、洪水ハザードマップ等に記載されている最寄りの指定緊急避難場所としてください。 

留意点 2：移動が困難な要配慮者は、移動に伴うリスクが高いことから、指定緊急

避難場所への適切な移動手段が確保できない場合や事態が急変した場

合に備え、「近隣の安全な場所」への避難や「屋内安全確保」がとれる

よう、緊急度合いに応じて対応できる複数の避難先を平時から確保して

ください。 

留意点 3：屋内安全確保の場合には、浸水の長期化や孤立によって、水や食料の補

給や体調を崩した場合の処置等に困難を伴うため、必要な物資の備蓄

や、市町村防災部局・消防機関等との連絡体制の確保、最低限必要な照

明等の準備を整えておくなど、留意が必要です。 

留意点 4：避難場所は原則として、浸水が想定されない場所に設定してください。 

留意点 5：福祉避難所（要配慮者対応の避難所）設置の有無等については、市町村

が作成した防災業務計画書、避難所設置マニュアル等を確認してくださ

い。 

 

③ 安全な避難先を設定してください。 

② 施設周辺で想定される浸水深を確認してください。 
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 要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き別冊 

（作成支援編・様式編） 
補足説明・信濃川関連の情報入手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

留意点 6：市町村によっては、「避難場所」と「避難所」を使い分けしている場合があります。不明な場合は、市町村の防災担当に確

認してください。 

留意点 7：洪水ハザードマップには、早期の立退き避難が必要な区域が表記されています。この範囲内に施設がある場合は、避難先を

十分に検討してください。なお、この範囲内の施設は、屋内安全確保よりも「指定緊急避難所」や「近隣の安全な場所」に

避難した方が安全です。 

留意点 8：避難先となる「指定緊急避難場所」及び「近隣の安全な場所」は、満員等の理由で避難先が利用できない場合も想定し、複

数設定した方が安全です。 

≪確認事項≫ 

避難先は避難の実効性が確保された場所に設定されているかを確認します。 

Check1□：移動に伴うリスクを踏まえ、「近隣の安全な場所」への避難や「屋内安全確保」がとれるよう、緊急度合い

に応じた複数の避難先が確保されていますか。 

Check2□：設定されている避難先（指定緊急避難場所、近隣の安全な場所、屋内安全確保）が、利用者の移動に伴うリ

スクや避難にかかる時間等を踏まえた実効性のあるものになっていますか。 

Check3□：避難場所は、原則として、浸水が想定されない場所に設定しましたか。 

Check4□：避難先の収用人数を確認しましたか。 

2. 【指定緊急避難場所】 

津波、洪水等、災害による危険が切迫した状況において、住民等の生命の安全の確保を目的として住民等が緊急に避難する際の避難

先として、市町村長が指定します。 

3. 【近隣の安全な場所】 

既に周辺で災害が発生している場合など、立退き避難がかえって命に危険を及ぼしかねないと自ら判断する場合に、指定緊急避難場

所ではないが、近隣のより安全な場所・建物等へ避難します。これは、施設管理者同士が話し合いで決定します。 

4. 【屋内安全確保】 

少しでも命が助かる可能性の高い避難行動として、 その時点に居る建物内において、より安全な部屋等へ移動します。 
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 要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き別冊 

（作成支援編・様式編） 
補足説明・信濃川関連の情報入手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 避難経路図は、以下に留意して作成してください。 

≪留意事項≫ 

留意点 1：洪水ハザードマップ等には、避難経路となる道路の他、浸水常襲箇所や土砂災害の危険箇所等も記載されているので、それ

らを参考に安全な避難経路を設定してください。 

留意点 2：上層階等への屋内安全確保の場合は、館内の避難経路について検討を行い、使用する階段等を設定してください。なお、エ

レベーターは停電や浸水によって停止することに留意してください。 

留意点 3：避難経路については、河川や海からの氾濫水が到達していなくても内水による浸水が発生していることも考えられることか

ら、避難する人数等も考慮して、可能な限り標高が高い道路を選定するようにしてください。 

留意点 4：市町村によっては、洪水ハザードマップを基に、自治会ごとに地域版ハザードマップを作成する取組を行っている地域もあ

りますので、自治会長等に確認してください。 

 

≪避難経路図作成手順≫ 

＜手順１＞ 避難経路図のベースとなる図面を作成します。 

・洪水ハザードマップの地図、インターネットで公開されている地図などを収集します。 

・縮尺にとらわれず、施設、避難先が含まれる範囲としてください。 

＜手順２＞ 施設と避難場所に印を付けます。 

・収集した地図に、施設と「指定緊急避難場所」「近隣の安全な場所」等の避難先に印をつけます。 

＜手順３＞ 水位観測所と雨量観測所の位置を書き込みます。 

・水位観測所は、洪水ハザードマップに表記されていますので印を付けます。 

※水位観測所は、国土交通省、新潟県、市町村の他、気象庁が設置し、観測を行っています。 

※国土交通省：大河津分水路（河口～大河津分水）・信濃川（大河津分水～宮中ダム）・魚野川（信濃川合流点～

八海橋）を管理しています。 

※新 潟 県：信濃川（宮中ダム～長野県境）、魚野川（八海橋～八海橋より上流）、大河津分水路・信濃川・魚

野川に合流する支川を管理しています。 

※市 町 村：国土交通省、新潟県が管理する以外の支川を管理しています。 

・雨量観測所は、管理者に、観測所名、観測場所、一般公開の有無などを確認してください。 

※雨量観測所は、国土交通省、新潟県、市町村の他、気象庁が設置し、観測を行っています。 

＜手順４＞ 施設から避難場所までの避難経路を書き込みます。（複数経路を記入） 

・避難経路は、最短ルートを基本としますが、想定される被害を避けルート選定してください。 

＜手順５＞ 避難経路図をもとに避難場所や避難経路の安全性を確認します。 

・避難経路は、土砂災害危険箇所、アンダーパスや過去に浸水した道路を通行しないように選定してください。 

・経路図を作成したら、実際の道路状況について確認してください。避難する手段に応じて見直しを行ってください。 

 ※車いす利用の場合：車いすで乗り越えられない段差の有無 

④ 施設周辺の避難経路図を作成します。 
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 要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き別冊 

（作成支援編・様式編） 
補足説明・信濃川関連の情報入手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪確認事項≫ 

避難誘導がリスク情報を踏まえた実現可能なルート上に設定されているかを確認します。 

Check1□：浸水想定区域や土砂災害警戒区域など、施設の災害リスク情報を踏まえたルート設定となっていますか。 

Check2□：悪天時でも避難可能なルートとなっていますか（内水氾濫や土砂災害）の可能性のある地域やアンダーパス、

豪雨時に通行止めとなるようなルートを回避していますか） 

Check3□：浸水までのリードタイムが無い中での屋外避難となっていませんか。 

Check4□：夜間の行動が求められる場合、夜間であることによる危険な経路となっていませんか。 

Check5□：避難ルートの途中に通行止め等の障害が発生する可能性を踏まえ、複数の避難ルートを検討していますか。 
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 要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き別冊 

（作成支援編・様式編） 
補足説明・信濃川関連の情報入手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 避難場所は、以下に留意して選定してください。 

 

2. 避難経路は、以下に留意して選定してください。 

 

 

 

 

（事例）28 番：サンラックおぢやを避難場所とした場合 

・荒天時においても、グループホームＡから 28 番：サンラック 

おぢやまで、安全に通行できる避難経路を選定します。 

・この時、土砂災害が発生する箇所など危険が潜んでいる箇所を把 

握する必要があります。 

・事例において、ルートＤ の経路は、土砂災害警戒区域 

（急傾斜地の崩壊）を通行することになるため、選定しません。 

・複数の避難経路（ルートＡ～Ｃ）を確保します。 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ A 

● 
土砂災害発生の恐れがある経路 
土砂災害発生の恐れがない経路 

× 土砂災害 

警戒区域 

（事例）グループホームＡの場合 

・避難施設は、市町村長が指定している施設を基本に選定します。 

・グループホームＡから近い避難施設が移動距離も移動時間も短 

くなる他、施設利用者の負担も軽くなります。 

・しかし、近くの浸水する施設を避難施設とした場合、孤立する 

リスクが生じます。（23番、24 番、34番） 

・収容人数が確保されているかを確認します。 

・市町村によっては、福祉避難所等を基本とする場合があります。 

・以上の事項を考慮し、浸水しない施設のうち、グループホームＡ 

から最も近く、十分な収容人数が確保されている福祉施設である 

28 番の施設を選定します。 

●ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ A 

浸水被害を受ける施設 

浸水被害を受けない施設 

『別紙１』避難経路図の作成事例 
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 要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き別冊 

（作成支援編・様式編） 
補足説明・信濃川関連の情報入手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村は、災害が発生するおそれがある場合に、「避難準備・高齢者等避難開始」等の避難情報が発信されます。但し、必ずしも下記「1.

避難情報」の順番で発令されるとは限らないので、ご注意ください。また、これらの情報が発令されていなくても、身の危険を感じる場

合は、避難を開始してください。なお、複数の情報収集手段を確保しておく必要があります。 

1. 避難情報 

市町村から発令される避難情報には、以下のものがあります。 

 

 

 

1. 洪水予報等 

信濃川河川事務所は、新潟地方気象台と共同で洪

水予報を発表します。避難行動のきっかけは、新潟

地方気象台から発表される雨量情報や水位情報・大

雨・洪水注意報・警報の他、信濃川河川事務所から

発表される洪水予報や水位情報、市等村から発表さ

れる避難勧告・避難指示が該当します。特に要配慮

者は避難行動に時間がかかるため「避難準備・高齢

者等避難開始」が発令された時点で避難を開始する

必要があります。 

 

 

 

 

種 類 地 区 範 囲 

信濃川中流洪水

予報指定区域 

大河津地区 寺泊野積 ～ 与板橋 

長岡地区 与板橋 ～ 越路橋 

小千谷地区 越路橋 ～ 信濃川・魚野川合流点 

十日町地区 信濃川・魚野川合流点 ～ 宮中取水ダム 

魚野川洪水予報

指定区域 

堀之内地区 信濃川・魚野川合流点 ～ 小出橋 

小出地区 小出橋 ～ 栄橋 

六日町地区 栄橋 ～ 八海橋 

⑥ “洪水予報・水位到達情報”からも避難判断を行います。 

避難勧告や避難指示（緊急）を発令する 

ことが予想される場合 

□避難に時間を要する人（ご高齢 

の方、障害のある方、乳幼児等） 

とその支援者は避難を開始しま 

しょう。 

□その他の人は、避難の準備を整 

えましょう。 

災害による被害が予想され、人的被害が 

発生する可能性が高まった場合 

災害が発生するなど状況がさらに悪化し、 

人的被害の危険性が非常に高まった場合 

□まだ避難していない人は、緊急 

に避難場所へ避難をしましょう。 

□外出することでかえって命に危 

険が及ぶような状況では、近く 

の安全な場所への避難や、自宅 

内のより安全な場所に避難をし 

ましょう。 

□速やかに避難場所へ避難をしま 

しょう。 

□外出することでかえって命に危 
険が及ぶような状況では、近く 
の安全な場所への避難や、自宅 
内のより安全な場所に避難をし 
ましょう。 

⑤ “避難準備・高齢者等避難開始“を覚えましょう。 
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 要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き別冊 

（作成支援編・様式編） 
補足説明・信濃川関連の情報入手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 【○○川氾濫注意情報、○○川氾濫警戒情報、○○川氾濫危険情報、○○川氾濫発生情報】 

洪水予報・水位到達情報

の種類 
発表基準 

市町村・住民・要援護者に 
求められる行動 

【○○川氾濫注意情報】 

［洪水予報］ 
○○川△△水位観測所の水位が氾濫注意水位（水防団の出動の

目安としてあらかじめ定められた水位）に到達し、さらに水位

の上昇が見込まれる場合 

氾濫の発生に対する注意を求める

段階 

【○○川氾濫警戒情報】 

［洪水予報］ 
○○川△△水位観測所の水位が一定時間後に氾濫危険水位（市

町村長の避難勧告等の発令判断の目安としてあらかじめ定め

られた水位）に到達が見込まれる場合、あるいは避難判断水位

（市町村長の避難準備・高齢者等避難開始の発表判断の目安と

してあらかじめ定められた水位）に到達し、さらに水位の上昇

が見込まれる場合 
［水位到達情報］ 
○○川△△水位観測所の水位が避難判断水位に到達した場合 

避難準備などの氾濫発生に対する

警戒を求める段階 

【○○川氾濫危険情報】 
［水位到達情報］ 
○○川の水位が氾濫危険水位（市町村長の避難勧告等の発令判

断の目安としてあらかじめ定められた水位）に到達 

いつ氾濫してもおかしくない状態 
避難等の氾濫発生に対する対応を

求める段階 

【○○川氾濫発生情報】 
［氾濫発生情報］ 
堤防から越水や堤防が決壊し、氾濫が発生した場合 

逃げ遅れた住民の救助等 
住民の避難完了 
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 要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き別冊 

（作成支援編・様式編） 
補足説明・信濃川関連の情報入手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 水位到達情報 

信濃川河川事務所は、大河津分水路、信濃川中流及び魚野川に設置

した水位観測所におおいて、避難の目安となる基準水位（水防団待機

水位、はん濫注意水位、避難判断水位、はん濫危険水位）を定め、常

時、河川水位を観測しています。 

4. 【避難判断水位】市町村長の避難勧告等の発令判断の目安、住民の

避難判断の参考になる水位 

5. 【水防団待機水位】水防団が水防活動の準備を始める目安となる水

位 

6. 【氾濫注意水位】市町村長の避難準備情報等の発令判断の目安、住

民のはん濫に関する情報への注意喚起、水防団の出動の目安となる

水位 

7. 【氾濫危険水位】洪水により相当の家屋浸水等の被害を生じるはん濫の恐れがある水位 

8. 【Ｈ  Ｗ  Ｌ】計画高水位の略称であり、ＨＷＬ以下の水位の流水に対して安全性を確保するように堤防を設置するための基準とな

る水位 

 

 

施設の所在する地域を洪水浸水想定区域として持つ河川の洪水予報等、市町村からの避難情報、その他避難に必要な情報について、誰が、

どんな方法で、何の情報を収集するかを明確にする必要があります。また、収集した情報について、誰に、どんな方法で伝達するかも明確

にする必要があります。 

1. 気象情報 

気象庁が発表する警報・注意報については、以下のウェブサイトで各地の発表基準が確認できます。 

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index.html 

2. 水位到達情報 

水位・雨量の情報は、NHK デジタル放送の他、国土交通省「川の防災情報」等、以下のホームページから入手することができます。 

なお、大河津分水路、信濃川中流及び魚野川は、国土交通省や新潟県、その支川は、新潟県や市町村が管理しています。 

・川の防災情報 https://www.river.go.jp/ 

・信濃川河川事務所 http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/bousai/suii/index.html 

・新潟県河川防災情報システム http://doboku-bousai.pref.niigata.jp/kasen/ 

 
 
 
 
 

水位 

観測所 
河川名 H.W.L 

はん濫 

危険水位 

避難判断

水位 

はん濫 

注意水位 

水防団 

待機水位 

十 日 町 

（ 姿 ） 
信濃川 

m m m m m 

146.809 146.20 145.90 142.50 142.00 

小 千 谷 信濃川 49.935 49.20 48.50 46.50 45.50 

長 岡 信濃川 24.507 23.80 23.00 20.00 19.00 

大 河 津 
大河津 

分水路 
16.289 16.10 15.60 13.40 12.50 

六 日 町 魚野川 161.778 161.70 161.10 160.50 159.30 

小 出 魚野川 92.781 91.60 90.80 90.00 89.60 

堀 之 内 魚野川 85.296 83.70 83.10 82.50 81.50 

⑦ 防災に関する情報収集方法を確保します。 

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index.html
https://www.river.go.jp/
http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/bousai/suii/index.html
http://doboku-bousai.pref.niigata.jp/kasen/
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 要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き別冊 

（作成支援編・様式編） 
補足説明・信濃川関連の情報入手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪記載例≫ 

(1)情報収集 

・収集する主な情報及び収集方法は、以下のとおりとする。 

収集する情報 収集方法 

気象情報 テレビ、ラジオ、インターネット（情報提供機関のウェブサイ

ト） 

洪水予報、水位到達情報 ○○市からのファックス、インターネット（情報提供機関のウ

ェブサイト）、緊急速報メール 

排水施設の稼働状況 ○○市からのファックス（○○市と事前に調整） 

避難準備・高齢者等避難開

始、避難勧告、避難指示（緊

急） 

防災行政無線、テレビ、ラジオ、インターネット（市役所のウ

ェブサイト）、緊急速報メール 

・停電時は、ラジオ、タブレット、携帯電話を活用して情報を収集するものとし、これに備えて、乾電池、バッテリー等を

備蓄する。 

・提供される情報に加えて、雨の降り方、施設周辺の水路や道路の状況、斜面に危険な前兆が無いか等、施設内から確認を

行う。 

(2)情報伝達 

・「施設内緊急連絡網」に基づき、また館内放送や掲示板を用いて、体制の確立状況、気象情報、洪水予報等の情報を施設

内関係者間で共有する。 
・徒歩や公共交通機関等を用いての広域避難が困難な者がいる場合には、避難困難者の状態や人数について市町村長に報告

する。 
・別紙○「体制ごとの施設内緊急連絡網（平日用・休日用）」に基づき、気象情報、洪水予報等の情報を施設内関係者間で

共有する。 

・児童を避難させる可能性がある場合には、別紙△「保護者緊急連絡網」に基づき、保護者に対し、「●●●●（避難場所）

へ避難する」旨を連絡する。 

・児童を避難させる場合には、○○市○○課（連絡先）に「これより●●●●（避難場所）に避難する」旨を連絡する。 

・児童を避難させる場合には、別紙△「保護者緊急連絡網」に基づき、保護者に対し、「●●●●（避難場所）へ避難する。

児童引き渡しは●●●●（避難場所）において行う。児童引き渡し開始については、追って別途連絡する。」旨を連絡す

る。 

・避難の完了後、○○市○○課（連絡先）に避難が完了した旨を連絡する。 

・避難の完了後、別紙△「保護者緊急連絡網」に基づき、保護者に対し、「避難が完了。これより●●●●（避難場所）に

おいて児童引き渡しを行う」旨を連絡する。 
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 要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き別冊 

（作成支援編・様式編） 
補足説明・信濃川関連の情報入手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪留意事項（情報収集）≫ 

留意点 1：水防法第 15 条第１項第４号ロに基づき市町村地域防災計画に記載された要配慮者利用施設ついては、市町村から当該施設

の所有者又は管理者に対して、同条第２項第二号に基づき洪水予報河川においては洪水予報が、水位周知河川、水位周知下

水道又は水位周知海岸においては水位到達情報が提供されます。 

留意点 2：また、同条第 15 条の３第１項の規定により自衛水防組織を設置した場合には、当該自衛水防組織の構成員（情報を受ける

構成員を市町村に報告）に対しても、同条第２項に基づき市町村から洪水予報河川においては洪水予報が、水位周知河川、

水位周知下水道又は水位周知海岸においては水位到達情報が提供されます。 

留意点 3：大規模な水害が発生した場合には、停電することが十分に想定されることから、停電時においても情報を収集できるよう検

討しておく必要があります。 

留意点 4：避難に備えて、周辺の水路が溢れていないか、道路が通行できるか等、あらかじめ確認しておくことが望ましい。 

留意点 5：また、浸水が始まっていないか、土砂災害の前兆が無いか等についても注意する必要があります。 

留意点 6：ただし、台風が通過している最中や雨が強く降っている時には、外の様子を確認するために外出することは危険であるため、

施設内から確認するなど、安全に配慮する必要があります。 

≪留意事項（情報伝達）≫ 

留意点 1：緊急時における連絡体制（連絡網及び連絡方法）については、夜間や休日の従業員の勤務状況を踏まえ、あらかじめ定めて

おく必要があります。その際、一般には、体制ごとに情報を共有しておくべき者は異なる（体制が進むごとに共有すべき者

は増える）ため、体制ごとに連絡体制を定めておくことが望ましい。 

留意点 2：関係市町村への連絡については、報告する内容、報告先等について事前に調整しておく必要があります。 

留意点 3：利用者家族への連絡は、連絡する内容、連絡がとれない場合の対応等について事前に調整しておき、避難や引き渡しに混乱

を来さないようにすることが重要です。なお、利用者家族の避難状況によっては連絡がとりづらい場合があるため、「災害

用伝言ダイヤル」の利用等の連絡方法についても検討します。 

≪確認事項≫ 

施設の所在する地域における、浸水するおそれのある河川の情報、土砂災害に関する情報や避難情報を収集・伝達する体制が

定められているかを確認します。 

また、避難準備・高齢者等避難開始等の発令が無い場合でも避難の判断ができるよう、複数の判断材料が設定されているか（特

に、洪水予報、土砂災害に関する情報等が活用されているか）を確認します。 

Check1□：施設利用者が滞在する時間帯に限らず、常時、避難に必要な情報収集のための要員が記載されていますか。 

Check2□：市町村から提供を受ける洪水予報、土砂災害に関する情報等の入手方法（例：ファックスによる受信、電子メール

による受信）が記載されていますか。 

Check3□：避難情報（避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急））の入手方法（例：緊急速報メール）が記

載されていますか。 

Check4□：要配慮者利用施設を浸水想定区域内に持つ河川の洪水予報、土砂災害に関する情報等を収集・伝達することが記載

されていますか。 

Check5□：check4 に関連し、最低でも下表の情報を収集することが記載されていますか。 
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 要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き別冊 

（作成支援編・様式編） 
補足説明・信濃川関連の情報入手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報の種類 内容 

洪水予報 

信濃川氾濫注意情報・魚野川氾濫注意情報 

信濃川氾濫警戒情報・魚野川氾濫警戒情報 

信濃川氾濫危険情報・魚野川氾濫危険情報 

信濃川氾濫発生情報・魚野川氾濫発生情報 

避難情報 

避難準備・高齢者等避難開始 

避難勧告 

避難指示（緊急） 

Check6□：洪水予報、土砂災害に関する情報等が防災体制の確立に係る権限者（施設の管理者等）に伝達されるようになって

いますか。 

Check7□：施設の管理者等による防災体制に係る判断内容が施設の関係者に共有されるようになっていますか。 

Check8□：施設の関係者についての連絡体制が整備され、連絡方法が関係者で共有されていますか。 

Check9□：避難準備・高齢者等避難開始の発令の目安となる氾濫警戒情報（※洪水予報のみ）及び大雨警報（土砂災害）や、

避難勧告の発令の目安となる氾濫危険情報及び土砂災害警戒情報についても防災体制の判断材料として利用されて

いますか。 
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 要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き別冊 

（作成支援編・様式編） 
補足説明・信濃川関連の情報入手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害が発生するおそれがある場合は、国土交通省、新潟県や気象庁等から防災に関する情報は発表されますので、これらの情報から避

難行動に移るための判断が出来るように、施設の防災体制が構築できるよう検討してください。 

なお、必ずしも行政からの避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告や避難指示（緊急）は、地先の状況に合致していない場合もあるた

め、過去の洪水時の道路や施設周辺の浸水状況等を考慮し、避難準備・高齢者等避難開始等の発令がない場合でも避難行動がとれるよう

な体制にしましょう。 

≪記載例≫ 

 体制確立の判断時期 活動内容 対応要員(注) 

注意

体制 

以下のいずれかに該当する場合 

 洪水注意報発表 

 ○○川（○○地点）氾濫注意

情報発表  

洪水予報等の情報収集 情報収集伝達要員 

警戒

体制 

以下のいずれかに該当する場合 

 避難準備・高齢者等避難開始

の発令 

 洪水警報発表 

 ○○川（○○地点）氾濫警戒

情報発表  

洪水予報等の情報収集 情報収集伝達要員 

使用する資器材の準備 避難誘導要員 

保護者への事前連絡 情報収集伝達要員 

周辺住民への事前協力依頼 情報収集伝達要員 

要配慮者の避難誘導 避難誘導要員 

非常

体制 

以下のいずれかに該当する場合 

 避難勧告又は避難指示（緊急）

の発令 

 ○○川（○○地点）氾濫危険

情報発表 

施設内全体の避難誘導 避難誘導要員 

※上記のほか、施設の管理権限者（又は自衛水防組織の統括管理者）の指揮命令に従うものとする。 

(注)自衛水防組織を設置した場合には、それぞれ対応する自衛水防組織の班編成及び要員の配置を記述する。 

 

1. 体制確立の基準 

≪留意事項≫ 

留意点 1：洪水予報等の情報収集を開始する体制及び避難誘導を開始する体制については、必ず設定してください。 

留意点 2：体制は、活動内容、施設の従業員数、通常業務への影響等を踏まえ、施設の実情に応じて設定してください。 

留意点 3：体制確立の基準は、河川からの氾濫水の到達時間、浸水防止対策を完了するまでに要する時間等を考慮して設定してくださ

い。なお、河川からの氾濫水の到達時間は、信濃川河川事務所に連絡し確認してください。（表紙に連絡先記載） 

留意点 4：体制の避難勧告等が間に合わない場合等も想定して、体制の確立の基準となる情報を複数設定し、そのうちのいずれかに該

当した場合に、体制を確立してください。 

⑧ 『様式２』『様式８』『様式９』及び『様式１０』施設の防災体制を作ります。 
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 要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き別冊 

（作成支援編・様式編） 
補足説明・信濃川関連の情報入手 

 

 

 

 

 

 

留意点 5：複数の河川の浸水想定区域内に位置している施設においては、それぞれの河川からの氾濫水の到達時間等を考慮して設定す

ることが望ましい。 

2. 活動内容 

≪留意事項≫ 

留意点 6：洪水予報や気象情報等の収集から避難誘導までの洪水時における主な活動内容及びその順序について検討してください。 

留意点 7：その際、児童の引き渡し等の比較的長時間を要する活動については、浸水前に避難を完了させる観点から、浸水までに十分

な時間を確保できる場合を除き、避難後に避難場所で実施することが望ましい。 

留意点 8：複数の河川の浸水想定区域内に位置している施設においては、各河川からの氾濫ごとに順序を検討してください。 

3. 対応要員 

≪留意事項≫ 

留意点 9：各活動を実施する班の編成及び要員の配置について検討してください。 

留意点 10：対応要員は、休日・夜間も施設内に利用者が滞在する施設は、休日・夜間の従業員数や勤務状況を踏まえて、各活動を実

施する要員を検討してください。 

≪確認事項≫ 

避難準備・高齢者等避難開始の発令の段階で要配慮者の避難誘導を行う体制となっているかを確認します。 

Check1□：避難準備・高齢者等避難開始が、要配慮者の避難開始のための防災体制確立の判断基準として明記されていますか。 

Check2□：避難準備・高齢者等避難開始の発令を受け、要配慮者の避難誘導開始をするための避難誘導員が確保されています

か、あるいは確保するための参集体制が敷かれていますか。 

Check3□：避難準備・高齢者等避難開始の発令を受け、夜間における要配慮者の避難が想定される場合など、時間帯に対応し

た体制が考慮されていますか。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設利用者 緊急連絡先 その他 

（緊急搬送先等） 氏名 年齢 住所 氏名 続柄 電話番号 住所 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

様式８ 11 施設利用者緊急連絡先一覧表 

 

 

 

連絡先 担当部署 担当者氏名 電話番号 連絡可能時間 備考 

市町村（防災担当） 
     

市町村（福祉担当） 
     

消防署 
     

警察署 
     

避難誘導等の支援者 
     

医療機関 
     

      

 

様式 10 13 外部機関等への緊急連絡先一覧表 
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 要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き別冊 

（作成支援編・様式編） 
補足説明・信濃川関連の情報入手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要配慮者利用施設の避難確保計画の中で最も重要なことは、施設利用者の安全な避難を行う事です。施設利用者の移動手段に応じて臨

機に対応する必要があります。また、平日だけでなく、休日や夜間などいつ災害が起こっても良いように、移動手段を確保しておく必要

があります。 

≪記載例≫ 

・洪水時における避難場所は、○○区○○町○丁目「○○公園」とする。 

・周辺の浸水の状況や利用者の健康状態等により上記避難場所への避難が困難な場合には、本施設○棟の２階へ避難し、屋内安

全確保を図るものとする。 

≪記載例（避難経路）≫ 

・洪水時における避難場所までの避難経路については、別紙○「避難経路図」のとおりとする。 

≪記載例（避難誘導）≫ 

・施設外の避難場所に誘導するときは、施設利用者へ避難場所（○○区○○町○丁目「○○公園」）までの順路、道路状況につ

いて説明する。 

・避難する際は、車両等を使用せず徒歩を原則とする。 

・避難誘導にあたっては拡声器、メガホン等を活用し、先頭と最後尾に誘導員を配置する。 

・避難誘導員は、避難者が誘導員と識別しやすく、また安全確保のための誘導用ライフジャケットを着用し、必要に応じて蛍光

塗料を現地に塗布するなどして、避難ルートや側溝等の危険箇所を指示する。 

・避難する際には、ブレーカーの遮断、ガスの元栓の閉鎖等を行う。 

・浸水するおそれのある階または施設からの退出が概ね完了した時点において、未避難者の有無について確認する。 

・避難先までの移動手段は、以下のとおりとする。 

 

 

≪留意事項≫ 

留意点 1：避難誘導方法については、時間帯毎（昼夜、休日）に避難する人数、従業員数等を考慮して、誘導員の配置や使用する資器

材等を具体的に定めておく必要があります。 

留意点 2：車での避難は、浸水箇所で動けなくなる危険や川沿いの道路から川に転落する危険等を伴うため、安全で確実な移動手段で

あるかを慎重に判断する必要があります。車両使用を検討する場合は、市町村に対し車両避難のルールの有無を確認してく

ださい。 

留意点 3：また、夜間の屋外への避難にあたっては、目の不自由な利用者に対しても、安全かつ迅速に誘導できるよう、避難誘導員は

避難者が一見して誘導員と識別できるよう明るい色の衣服を着用したり、側溝やがれき等の危険箇所に近づかないよう蛍光

 
名 称 移動距離 移動手段 

避難場所 
 

（  ）m 
□徒歩 

□車両（  ）台

屋内安全確保 
   

⑨ 避難先までの移動手段を確認します。 
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 要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き別冊 

（作成支援編・様式編） 
補足説明・信濃川関連の情報入手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塗料を使ってルート誘導を行ったり、安全に配慮した工夫をすることが望ましい。 

留意点 4：当該施設が地域の避難場所に指定されている場合には、避難誘導、避難支援、備蓄品の管理等の役割分担について市町村、

近隣の自治会等とあらかじめ協議し、協定等を締結しておくことが望ましい。 

 

≪確認事項≫ 

Check1□：休日や夜間を含め、安全に避難ができる実効性が確保されていますか。 

 

 

要配慮者利用施設の避難確保計画の中で最も重要なことは、施設利用者の安全な避難を行う事です。施設利用者の移動手段に応じて臨

機に対応する必要があります。また、平日だけでなく、休日や夜間などいつ災害が起こっても良いように、避難誘導要員を確保しておく

必要があります。 

≪留意事項≫ 

留意点1：施設利用者がご自宅に帰宅される場合は、ご家族の方とあらかじめ避難誘導について話しをしておく必要があります。 

留意点2：施設利用者が病院へ向かう場合は、病院関係者の方とあらかじめ避難誘導について話しをしておく必要があります。 

留意点3：避難誘導するにあたり、避難誘導員を先頭と最後尾に付ける必要があります。 

留意点4：施設退出が概ね完了した際の未避難者の有無を確認する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応内容 氏名 避難先 移動手段 担当者 備考 

      

      

      

      

      

      

      

 

様式 11 14 対応別避難誘導方法一覧表 

該当番号を記入 避難場所へ移動 
 １.単独歩行が可能 ２.介助が必要 ３.車いすを使用 ４.ストレッチャーや担架が必要 ５.そのほか 
そのほかの対応 
 ６.自宅に帰宅 ７.病院に搬送 ８.そのほか 

⑩ 『様式 11』施設利用者の人数と避難誘導要員を整理します。 
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 要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き別冊 

（作成支援編・様式編） 
補足説明・信濃川関連の情報入手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難時間は、大きく分けて２つあります。避難準備時間は、訓練等により短縮を図るようにしましょう。 

№ 項目 内容 

１ 避難準備にかかる時間 避難先に避難することが決定してから、避難先に施設を出発するまでの時間 

・施設の戸締まり 

・施設利用者・従業員の点呼 

・避難に要する車輌の手配 

・避難する際に必要な備品確保 

・施設の浸水防止対策（必要に応じて実施） 

２ 避難誘導にかかる時間 施設出発時間から避難先到着時間までの時間 

・移動（誘導） 

≪留意事項≫ 

留意点 1：平日だけでなく、休日や夜間などいつ災害が起こっても良いように、移動手段を確保する必要があります。 

留意点 2：避難所に避難する際は、電気のブレーカーを遮断、ガスの元栓を閉鎖など、施設管理をする必要があります。 

留意点 3：車での移動、徒歩での移動、車いすでの移動など、いろいろな移動手段の移動時間を把握しておく必要があります。 

 

 

従業員は、責任と権限、役割分担を明確にし、組織体制を作ってください。 

≪確認事項≫ 

必要に応じ、地域の協力が得られる体制が準備されているかを確認します。 

Check1□：職員のみでの避難誘導に支障がある場合、地域の支援が得られるよう事前に調整されていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫ 『様式 12』各要員の担当者を決めて、組織体制を作ります。 

⑪ 避難場所への避難時間を確認します。 
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 要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き別冊 

（作成支援編・様式編） 
補足説明・信濃川関連の情報入手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洪水予報、土砂災害に関する情報等や避難情報を入手するための設備、夜間に避難を行うための設備、屋内安全確保する際施設内での

滞在に必要な設備について、日頃から準備や対策などを実施しましょう。 

≪記載例≫ 

・情報収集・伝達及び避難誘導の際に使用する施設及び資器材については、下表「避難確保資器材等一覧」に示すとおりである。 

・これらの資器材等については、日頃からその維持管理に努めるものとする。 

避難確保資器材等一覧 

活動の区分 使用する設備又は資器材 

情報収集・伝達 テレビ、ラジオ、タブレット、ファックス、携帯電話、懐中電灯、電池、

携帯電話用バッテリー 

避難誘導 名簿（従業員、利用者等）、案内旗、タブレット、携帯電話、懐中電灯、

携帯用拡声器、電池式照明器具、電池、携帯電話バッテリー、ライフジャ

ケット、蛍光塗料 

施設内の一時避難のための水・食料・寝具・防寒具 

※自衛水防組織を設置する場合には、自衛水防組織の装備品リストを記載する。 

 

≪留意事項≫ 

留意点 1：ここでは、情報収集・伝達及び避難誘導に使用する施設又は資器材について記載するものとし、記載した資器材は計画の作

成と併せて整備・備蓄しておくものとします。 

留意点 2：夜間も利用者が施設内に滞在する施設においては、停電時における避難誘導の際に使用する懐中電灯や予備電源等の施設又

は資器材について検討し記載するものとします。 

 

≪確認事項（情報収集・伝達）≫ 

洪水予報、土砂災害に関する情報等や避難情報を入手するための設備が複数記載されているかを確認します。 

Check1□：市町村から施設に伝達される情報が確実に届くよう設備が整っていますか。 

Check2□：ファックス、携帯電話、テレビ等、情報を入手するための設備が記載されていますか。 

Check3□：市町村から洪水予報、土砂災害に関する情報等の伝達を受ける機材については、その旨を計画に明示してい

ますか。（例：ファックス＞市町村からの情報受信用） 

 

≪確認事項（避難誘導）≫ 

夜間に避難を行うことが想定される場合や屋内安全確保を行う場合に備え、必要な設備や施設内での滞在に必要な物資

が確保されているかを確認します。 

Check4□：夜間においても避難誘導できる「電池式照明器具」等の設備が用意されていますか。 

⑬ 『様式５』いざという時に備えて、必要なものの準備や対策を行います。 
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 要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き別冊 

（作成支援編・様式編） 
補足説明・信濃川関連の情報入手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check5□：夜間においても施設利用者が安全に通行できる反射材や避難者が誘導員と識別しやすい誘導用ライフジャケ

ット等が用意されていますか。 

Check6□：要配慮者利用施設内で屋内安全確保を行う場合に備え、その滞在を行う日数・人数分の食糧・飲料水等が確

保されており、その内容が記載されていますか。 

 

≪確認事項（その他）≫ 

Check7□：施設利用者が普段から使用している生活に必要な物品（必要な薬、医療器具など）の内、避難先に持参する

ものが備品リストに記載されていますか。 
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 要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き別冊 

（作成支援編・様式編） 
補足説明・信濃川関連の情報入手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従業員に適切な時期に必要な教育・訓練を実施しましょう。 

1. 『様式５』のうち、「８．防災教育及び訓練の実施」について 

≪記載例≫ 

・毎年４月に新規採用の従業員を対象に研修を実施する。 

・毎年５月に全従業員を対象として情報収集・伝達及び避難誘導に関する訓練を実施する。 

・その他、年間の教育及び訓練計画を毎年 4月に作成する。 

 

2. 『様式７』 

≪教育・訓練の例≫ 

１）情報伝達に係る教育・訓練の例 

洪水予報、土砂災害に関する情報をファックス等で受信し、それをもとに関係者に内容を伝達、またその後の防災体制につ

いて関係者への伝達を図ることを目的とした情報収集・伝達に係る講習や訓練の実施。 

２）避難誘導に係る教育・訓練の例 

あらかじめ設定された避難場所、避難経路及び誘導方法に基づき、実際に避難行動を行うための講習や避難訓練の実施。 

≪留意事項≫ 

留意点 1：避難を円滑かつ迅速に確保するためには、避難確保計画に基づく訓練を実施し、必要に応じて計画を見直すことが必要不可

欠です。 

留意点 2：訓練や研修は年１回以上、定期的に行うことが望ましい。 

留意点 3：研修や訓練には、市町村から地域住民に配布されている洪水ハザードマップ等の他、国土交通省等が実施する出前講座等が

活用できます。 

留意点 4：地震等を想定した情報伝達訓練や避難訓練を実施している施設においては、当該訓練の実施をもって、本計画に基づく情報

伝達及び避難誘導に関する訓練に代えることができるものとします。（ただし、災害の種類によって避難場所や避難経路が

異なる場合があることの従業員等への周知や、洪水時等の避難に関する研修を別途実施してください。） 

留意点 5：情報収集訓練については、市町村が情報伝達訓練を実施している場合には、これと併せて実施することが有効です。 

留意点 6：自衛水防組織を設置し、情報収集を自衛水防組織の業務とする場合には、情報収集訓練についての本項での記載を省略する

ことができます。 

 

≪確認事項≫ 

適切な時期に必要な教育・訓練の実施が設定されているかを確認します。 

Check1□：洪水予報、土砂災害に関する情報等の避難に必要な情報を収集及び共有するため、機器の操作や作業に係る

訓練（情報伝達訓練）や、関連する教育の機会が設定されていますか。 

Check2□：施設が浸水に至るまでの限られた時間内に、要配慮者を避難場所まで安全に避難誘導するための訓練（避難

誘導訓練）や、関連する教育の機会が設定されていますか。 

⑭ 『様式５』及び『様式７』防災教育や防災訓練の年間計画を記載します。 
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 要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き別冊 

（作成支援編・様式編） 
補足説明・信濃川関連の情報入手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check3□：水害や土砂災害の危険性が高まる出水期までに施設職員の対応力が高まるよう、出水期までの時期に教育・

訓練が設定されていますか。 

Check4□：新規に採用された職員が対応できるよう、当該職員に対する教育・訓練の機会が設定されていますか。 

Check5□：施設関係者以外の協力者が参画した避難誘導等が有効に行われるよう、必要な教育・訓練の機会を当該協力

者向けに用意していますか。 

Check6□：防災体制の確立・避難確保計画は、いつ見直しを行うか、明確になっていますか。 

Check7□：従業員の役割分担や責任と権限は、明確になっていますか。 

Check8□：避難場所、避難ルートの現地確認を行いましたか。 

Check9□：施設利用者の方を保護者へ引き渡すための訓練を実施されていますか。 
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 要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き別冊 

（作成支援編・様式編） 
補足説明・信濃川関連の情報入手 

 

 

 

 

自衛水防組織の設置は努力義務として規定されています。自衛水防組織が設置されている場合、次の項目に注意して計画を立案します。 

≪記載例≫ 

(1)別添「自衛水防組織活動要領」に基づき自衛水防組織を設置する。 

(2)自衛水防組織においては、以下のとおり訓練を実施するものとする。 

①毎年４月に新たに自衛水防組織の構成員となった従業員を対象として研修を実

施する。 

②毎年５月に行う全従業員を対象とした訓練に先立って、自衛水防組織の全構成員

を対象として情報収集・伝達及び避難誘導に関する訓練を実施する。 

(3)自衛水防組織を組織または変更したときは、水防法第 15条の３第２項に基づき、

遅滞なく、当該計画を市町村長へ報告する。 

 

≪留意事項≫ 

留意点 1：本項は、自衛水防組織を設置しない場合には省略することができます。 

留意点 2：自衛水防組織活動要領の作成に当たっては、別添「自衛水防組織活動要領(案)」を参考にしてください。 

 

≪確認事項≫ 

自衛水防組織が設置されている場合、その業務内容が規定され、計画に記載されているかを確認します。 

Check1□：自衛水防組織を統括する統括管理者が記載されていますか。 

≪補足≫統括管理者は、計画への記載は必須ではありませんが、自衛水防組織を設置した場合、統括管理

者名の記載された資料を計画に添付することが望ましい。 

Check2□：自衛水防組織の業務のリストとして、洪水予報等の収集及び伝達に関すること、要配慮者の避難誘導に関す

ることが記載されていますか。 

Check3□：内部組織（例えば情報伝達班、避難誘導班など）を編成する場合、内部組織のそれぞれの業務内容・活動範

囲が明確に区分され、内部組織毎に必要な要員と統括する者が記載されていますか。 

≪補足≫計画への記載は必須ではありませんが、各班の班長及び班員名を記載した資料を計画に添付する

ことが望ましい。 

Check4□：自衛水防組織の構成員に対する教育・訓練が設定されていますか。 
 

 

９ 自衛水防組織の業務に関する事項 
 

※自衛水防組織を設置する場合には、様式７を参考に加筆・修正してください。 

また、あわせて別添、別表１・２を作成してください。 
 

 

（１）別添「自衛水防組織活動要領（案）」に基づき自衛水防組織を設置する。 
 

（２）自衛水防組織においては、以下のとおり訓練を実施するものとする。 

① 毎年４月に新たに自衛水防組織の構成員となった従業員を対象として研修

を実施する。 

② 毎年５月に行う全従業員を対象とした訓練に先立って、自衛水防組織の全構

成員を対象として情報収集・伝達及び避難誘導に関する訓練を実施する。 
 

（３）自衛水防組織の報告 

自衛水防組織を組織または変更をしたときは、水防法第１５条の３第２項に

基づき、遅滞なく、当該計画を市町村長へ報告する。 

様式６ 

 

管理権限者 （  ） （代行者  ）

 

総括・ 

情報班 

役職及び氏名 任 務 

班長（  ） □自衛水防活動の指揮統制、状況の把握、

情報内容の記録 

□館内放送等による避難の呼び掛け 

□洪水予報等の情報の収集 

□関係者及び関係機関との連絡 

班員（  ）名 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

 

 

 

 

避難 

誘導班 

役職及び氏名 任 務 

班長（  ） □避難誘導の実施 

□未避難者、要救助者の確認 

 

班員（  ）名 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

 

 

 

 

自衛水防組織を設置する

場合のみ作成 
別表１ 「自衛水防組織の編成と任務」 

 

 別表２ 「自衛水防組織装備品リスト」 

任務 装備品 

総括・情報班 名簿（従業員、利用者等） 

情報収集及び伝達機器（ラジオ、タブレット、トランシーバー、

携帯電話等） 

照明器具（懐中電灯、投光機等） 

避難誘導班 名簿（従業員、利用者等） 

誘導の標識（案内旗等） 

情報収集及び伝達機器 

（タブレット、トランシーバー、携帯電話等） 

懐中電灯 

携帯用拡声器 

誘導用ライフジャケット 

蛍光塗料 

 

⑮ 『様式６』自衛水防組織の業務に関する事項（自衛水防組織を設置する場合に限る） 

（自衛水防組織の編成） 

第１条 管理権限者は、洪水時等において避難確保計画に基づく円滑かつ迅速な避難を確保するた

め、自衛水防組織を編成するものとする。 

２ 自衛水防組織には、統括管理者を置く。 

(１) 統括管理者は、管理権限者の命を受け、自衛水防組織の機能が有効に発揮できるよう組織

を統括する。 

(２) 統括管理者は、洪水時等における避難行動について、その指揮、命令、監督等一切の権限

を有する。 

３ 管理権限者は、統括管理者の代行者を定め、当該代行者に対し、統括管理者の任務を代行する

ために必要な指揮、命令、監督等の権限を付与する。 

４ 自衛水防組織に、班を置く。 

(１) 班は、総括・情報班及び避難誘導班とし、各班に班長を置く。 

(２) 各班の任務は、別表１に掲げる任務とする。 

(３) 防災センター（最低限、通信設備を有するものとする）を自衛水防組織の活動拠点とし、

防災センター勤務員及び各班の班長を自衛水防組織の中核として配置する。 

 

（自衛水防組織の運用） 

第４条 管理権限者は、従業員の勤務体制（シフト）も考慮した組織編成に努め、必要な人員の確

保及び従業員等に割り当てた任務の周知徹底を図るものとする。 

２ 特に、休日・夜間も施設内に利用者が滞在する施設にあって、休日・夜間に在館する従業員等

のみによっては十分な体制を確保することが難しい場合は、管理権限者は、近隣在住の従業員

等の非常参集も考慮して組織編成に努めるものとする。 

３ 管理権限者は、災害等の応急活動のため緊急連絡網や従業員等の非常参集計画を定めるものと

する。 

 

（自衛水防組織の装備） 

第５条 管理権限者は、自衛水防組織に必要な装備品を整備するとともに、適正な維持管理に努め

なければならない。 

(１) 自衛水防組織の装備品は、別表２「自衛水防組織装備品リスト」のとおりとする。 

(２) 自衛水防組織の装備品については、統括管理者が防災センターに保管し、必要な点検を行

うとともに点検結果を記録保管し、常時使用できる状態で維持管理する。 

 

（自衛水防組織の活動） 

第６条 自衛水防組織の各班は、避難確保計画に基づき情報収集及び避難誘導等の活動を行うもの

とする。 

自衛水防組織を設置する

場合のみ作成 
別添 「自衛水防組織活動要領（案）」 


